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碧南市民病院人事管理システム導入・運用業務プロポーザル方式実施要項 

 

１ 業務名 

碧南市民病院人事管理システム導入・運用業務 

 

２ 業務の概要 

(1) 目的 

碧南市民病院（以下、「当院」という。）にて、職員管理及び人事評価の機能を

有する総合的な人事管理システムを導入することによりデータの一元管理、業務の

効率化を図り、適材適所の人事配置等、人材育成及び組織力向上を目的として実施

する。 

(2) 業務内容 

別紙「碧南市民病院人事管理システム導入・運用業務 仕様書」参照 

 

３ システムの選定 

本業務のシステムの選定は、業務の目的及び内容に最も適したシステムを選定するた

め、次の公募型プロポーザル方式により行う。 

参加を希望する者は、当院があらかじめ定めた期限までに提案書等の必要書類を提出

し、「８ プレゼンテーション」で示した日にプレゼンテーションを実施する。当院は、

提案書及びプレゼンテーションの内容により、職員で構成する評価委員会（以下「委員

会」という。）においてシステムを選定する。 

 

４ 参加資格 

(1) 参加資格 

以下の条件をすべて満たしていること。 

ア 提案するシステムについては従業員数５００人以上の企業又は自治体へ導入の実

績があること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

ウ 碧南市契約規則（平成５年碧南市規則第１号）第５条第１項及び第２１条の規定
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による競争入札参加資格を有していること。 

エ 参加申出書の提出期限から受託者の決定の日までの期間において、碧南市競争入

札参加停止等措置要領（平成２０年４月１日）第４条の規定による競争入札参加停

止等措置を受けていないこと。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法

（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。 

カ 参加申出書の提出期限から受託者の決定の日までの期間において、「碧南市が行

う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年１２月２７日付け

碧南市長等・愛知県碧南警察署長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

キ 運営・保守を行う業者についてＩＳＭＳ又はプライバシーマークを取得している

こと。 

ク 導入するシステムに精通したシステム担当者が１名以上、本業務に参画できるこ

と。 

ケ 本業務を担当予定のプロジェクトリーダーがプレゼンテーションに必ず参加する

こと。 

(2) 参加申出 

参加希望者は、上記参加資格等を満たすことが確認できる書類を添えて、参加申出

書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

(3) 参加申出書の提出期限 

令和４年８月１９日（金）午後５時まで（必着） 

(4) 参加申出書の提出方法 

「10 対応窓口」へ郵送、宅配又は持参すること。 

 

５ 質 問 

(1) 質問受付最終日：令和４年９月２日（金）午後５時 

(2) 質問について 

本業務に関する質問事項は原則として「10 対応窓口」まで電子メールで送付する
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ものとする。質問受付最終日から１週間以内に全事業者へ電子メールにて回答する。 

 

６ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

   Ａ４サイズより大きいサイズの用紙を用いる場合は、Ｚ折りする等の方法により全

てＡ４サイズに収めた上で、以下の書類を提出すること。また、提案書の返却は行わ

ないものとする。 

ア 提案書（様式第４号） 

提案書には、以下の事項を必ず記載すること。なお、提案書の作成に要する費用

は事業者が負担するものとし、提出後の内容変更は認めない。 

(ｱ) 会社概要 

設立年月日、代表者氏名、資本金、自己資本比率、賠償責任保険の加入有無、

従業員数（うち技術者数）、業務内容、取得済の認証規格(ＩＳＯ及びプライ

バシーマーク等)について具体的に記載すること。また、業務協力を予定して

いる会社がある場合は、その全ての項目について同様に記載し、役割等の関係

性を記載すること。 

(ｲ) 導入実績 

提案するシステムと同様のシステムの導入実績（従業員数５００人以上の企

業、自治体における）を記載すること。ただし、導入実績については病院かど

うか明示をすること。 

    (ｳ) 保守体制 

各システムの安定性や信頼性を維持するための方法を記載すること。また、

運用・連絡体制、保守の範囲、障害対応方針（ネットワーク障害やシステム障

害が発生した場合の作業対応（作業対応可能な曜日及び発生から作業対応まで

の時間など））などを具体的に記載すること。 

 (ｴ) 提案システムの特徴 

     ａ 導入効果 

       提案システムの導入により効果的な人材活用、人材育成等に寄与できるこ

とを具体的に明記すること。 

ｂ システム仕様詳細 
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システム仕様詳細（①システム機能）について各項目の対応可否並びにソ

フトウェアの操作手順及び特徴等のアピールしたい点を具体的に記載するこ

と。また、対応できない項目がある場合には、その理由を添えて記載するこ

と。また、代替案など運用回避策がある場合については、その方策を記入す

ること。さらに、代替案など運用回避策をとる場合で費用が発生する場合に

ついては、見積書に金額を含むこと。 

     ｃ ユーザーアカウントの登録方法 

       各ユーザーアカウント登録の際の登録必須項目及び各ユーザーの運用イメ

ージを記載すること。 

(ｵ) 拡張性等への考え方 

  次の項目に対する対応方法、費用（別途必要かどうか、算定可能な場合は金

額）及び過去に施行された対応実績を回答すること。 

ａ 組織改正 

ｂ 当院が導入する（導入予定も含む）他システムデータ連携 

 参考：当院導入済システム  

勤退管理システム（Ｔａｓｋａｌ Ｔｉｍｅ－Ｃａｒｄ 株式会社アイ

シーソフト） 

人事給与システム（ＣＯＵＳ 株式会社石川コンピュータ・センター） 

ｃ 次期システムへの対応（データ出力方法、形式及び協力体制） 

 (ｶ) セキュリティ対策 

システム仕様詳細（②セキュリティ機能）について各項目の対応可否及び特

徴（バージョン）等のアピールしたい点を具体的に記載すること。また、対応

できない項目がある場合には、その理由を添えて記載すること。また、代替案

など運用回避策がある場合については、その方策を記入すること。さらに、代

替案など運用回避策をとる場合で費用が発生する場合については、見積書に金

額を含むこと。 

 (ｷ) 導入スケジュール 

契約（１１月上旬を想定）から本稼動までの必要なスケジュールを提示する

こと。提示の際には、機能別に記載し、役割分担を明確に記載すること。 

(ｸ) 自由提案 
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上記項目以外で当院に提案があれば機能及び見積金額（消費税含む）を記載

すること。また、システム仕様詳細（①システム機能）以外の機能（人事管理

機能及び人事評価以外の機能も含む）についてアピールしたい点があれば具体

的に記載すること。（実装予定も含むこと。予定の場合には予定時期を明記す

ること。） 

イ 参考見積書（任意様式） 

見積対象の範囲及び見積条件は、次のとおりとする。見積金額の算出にあたって

は、システム導入・運用費用及び運用開始後５年間の運用並びに保守費用を算出す

ること。なお、システムが選定された場合は、再度見積りを依頼することがある。 

 (ｱ) 見積対象の範囲 

ａ システム導入・運用部分 

(a) システム導入・運用費用 

  システム（ソフトウェア）導入・運用費用 

(b) データセンター利用料、回線経費等運用経費 

(c) カスタマイズ費用（発生する場合のみ） 

(d) 運用回避策等その他費用（発生する場合のみ） 

(e) 保守費用（運用開始後５ヶ年分） 

※ア(ｸ)自由提案の金額は含まない。 

ｂ 運用部分 

 仕様書に記載してある職員人数を参考にして、５年間の運用費用を積算する

こと。 

(ｲ) 見積条件 

ａ 見積書 

本業務については、クラウド型によるシステムとする。 

また、参考までに同条件でシステムをさらに５年間利用する際の見積書の提

出を行うこと。 

ｂ 納入 

本業務の利用期間は、契約締結日から５年間とする。（地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

ｃ 見積上限額（消費税含む） 
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１５，０００千円（５年間） 

ｄ 見積書様式 

各事業者の見積書の様式とする。ただし、(ｱ)見積対象の範囲のそれぞれの

金額が分かるようにすること。  

ウ その他 

実績などを紹介する資料があれば、併せて提出すること。 

(2) 提出部数 

ア 提案書１４部及び提案書を記録した媒体１枚 

イ 参考見積書１部 

 (3) 提出期限 

令和４年９月１３日（火）から令和４年１０月７日（金）午後５時まで（必着） 

(4) 提出方法 

「10 対応窓口」に郵送、宅配又は持参すること。 

(5) その他  

提案書に虚偽の事項を記載した場合には、提案書を無効とする。 

 

７ 選定方法 

 (1) 第１次審査 

参加事業者が５者以上の場合について、第１次審査を実施する。なお、４者以下の

場合については、第１次審査を実施しない。 

第１次審査においては、本プロポーザルの参加条件を満たしている事業者の中から、

「６ 提案書等の提出」中(1)に定める提出書類をもとに、委員会において評価書に

より評価決定し、評価点数の高い上位４者を第１次審査通過者とする。ただし、同一

の点数が２者以上となった場合については、見積金額の低い方を上位とし、同額の場

合については委員長が決定する。 

第１次審査の結果については、参加事業者に書面により通知する。 

 (2) 第２次審査 

   第２次審査においては、第１次審査で選定された事業者について、プレゼンテーシ

ョン、ヒアリングを実施し、その内容、見積金額等について総合的に選考し、最も優

れた提案を行った事業者を決定する。当該事業者と委託契約の締結交渉を行い、合意
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した場合は、契約上限金額の範囲内で本業務委託契約を行う。当該事業者との協議が

整わない場合や都合により辞退した場合は、次順位以降の事業者を繰り上げて、その

事業者と協議する。 

 

８ プレゼンテーション 

(1) 日時 

令和４年１０月２１日（金）に実施する。なお、開始時間等の詳細については後日

連絡する。 

(2) 方法 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、オンライン形式とする。 

１事業者の提案は４５分以内（準備時間を除く）とし、質疑は１５分以内とする。

Ｗｅｂ会議サービスについては、「ＺＯＯＭ」を使用すること。また、プレゼンテー

ションの実施内容については、次の項目を含めること。 

ア 画面構成及び操作方法 

イ データ入力及び出力方法 

ウ 人事評価の操作手順 

(3) 費用負担 

プレゼンテーションに伴う費用負担は、各事業者で負担するものとする。 

(4) その他 

   接続テストを令和４年１０月１４日（金）に実施する。時間については後日連絡す

る。なお、参加人数は３人程度（事業者を含む）とする。 

 

９ 審査及び評価 

(1) 審査及び決定方法 

委員会において、各システムの提案書及びプレゼンテーションの内容をもとに、シ

ステム導入・運用業務評価書により評価し、受託者を決定する。 

(2) 結果通知 

審査結果は、各事業者に書面により通知する。この場合において、選定されなかっ

た理由を求める場合は、通知を受けた日の翌日から起算して７日以内の午後５時まで

に書面（様式任意）を「11 対応窓口」へ提出すること。なお、回答についても各事
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業者に書面により通知する。 

(3) 審査に対する異議申立ては受付けないものとする。 

(4) 決定者の氏名及び総合点数並びに非決定者の総合点数を、結果通知の日から１年間

市のホームページで公表する。 

10 契約の締結 

本業務は、受託者を決定するものであり、システム導入・運用費用等については、必

要経費が確定した後、碧南市契約規則に基づき、契約手続へ移行する。なお、長期継続

契約であるため、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合は、本契約は解除することができる。 

 

11 対応窓口 

(1) 担当部門 碧南市民病院経営管理部管理課総務係 

(2) 担当者名 藤浦、金原 

(3) 連絡先  〒447－8502 

愛知県碧南市平和町３丁目６番地 

TEL：（0566）48－5050  

FAX：（0566）48－5065 

E-mail：bkanrika@city.hekinan.lg.jp 

 

 


